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(57)【要約】
【課題】　並設した複数の検出器モジュールの隙間から
漏れる放射線から信号処理回路を保護することが可能な
放射線検出システム及びＸ線ＣＴ装置を提供する。
【解決手段】　１つの信号処理基板１３０が、並設され
た２つの検出器モジュール１００，１００のチャンネル
方向中央部に立設される構造の放射線検出システム６に
おいて、検出器モジュール１００と信号処理基板１３０
との間であって、検出器モジュール１００を複数並設す
る際に生じる隙間を覆う位置に遮蔽体１２２を備える。
遮蔽体１２２は、例えば２つの検出器モジュール１００
，１００を連結する連結基板１２１に支持されるか、ま
たは連結基板１２１自体に埋設される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線を検出し、放射線強度に応じた電気信号を出力する検出素子を配列した検出器モ
ジュールと、
　前記検出器モジュールの各検出素子から出力される電気信号をディジタル信号に変換す
る信号処理回路を備えた信号処理基板と、を備えた放射線検出システムであって、
　前記検出器モジュールと前記信号処理基板との間であって前記検出器モジュールを複数
並設する際に生じる隙間を覆う位置に、放射線を遮蔽する遮蔽手段を備えることを特徴と
する放射線検出システム。
【請求項２】
　前記信号処理基板は、並設された検出器モジュールの前記検出素子の配設された面の裏
面中央部に立設されることを特徴とする請求項１に記載の放射線検出システム。
【請求項３】
　前記信号処理基板は、並設された検出器モジュールの前記検出素子の配設された面の裏
面に略平行に保持されることを特徴とする請求項１に記載の放射線検出システム。
【請求項４】
　前記検出器モジュールの前記検出素子の配設された面の裏面側に、更に、第２遮蔽手段
を備えることを特徴とする請求項１に記載の放射線検出システム。
【請求項５】
　前記検出器モジュールと前記信号処理基板とは、固定的に取り付けられることを特徴と
する請求項１に記載の放射線検出システム。
【請求項６】
　前記検出器モジュール側と前記信号処理基板側とにそれぞれ対をなして設けられ、嵌合
させた際に電気的に接続するコネクタを更に備えることを特徴とする請求項３に記載の放
射線検出システム。
【請求項７】
　Ｘ線源と、前記Ｘ線源に対して対向配置されたＸ線検出器と、前記Ｘ線源及び前記Ｘ線
検出器とを保持し被検体周囲に回転駆動される回転板と、前記Ｘ線検出器にて検出された
Ｘ線の強度に基づき、前記被検体の断層像を再構成する画像再構成手段と、を備えたＸ線
ＣＴ装置において、
　前記Ｘ線検出器は、
　Ｘ線を検出し、Ｘ線強度に応じた電気信号を出力する検出素子を配列した検出器モジュ
ールと、
　前記検出器モジュールの各検出素子から出力される電気信号をディジタル信号に変換す
る信号処理回路を備えた信号処理基板と、
　前記検出器モジュールと前記信号処理基板との間であって前記検出器モジュールを複数
並設する際に生じる隙間を覆う位置に設けられる、放射線を遮蔽する遮蔽手段と、
　を備えることを特徴とするＸ線ＣＴ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射線検出システム及びＸ線ＣＴ装置における、Ｘ線、γ線等の放射線から
の信号処理回路の保護に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｘ線ＣＴ装置は、被検体の周囲からＸ線を照射し、被検体を透過したＸ線の強度に関す
るデータをＸ線検出器にて収集し、収集したデータに基づいて被検体内部のＸ線吸収係数
の分布情報を画像化する装置である。
　上述のＸ線検出器としては、セラミックシンチレータ等の蛍光体素子（以下、シンチレ
ータ素子という）とフォトダイオード素子とを組み合わせた間接変換型検出器が主流とな
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っている。また、Ｘ線検出器は、複数のシンチレータ素子及びフォトダイオード素子（以
下、Ｘ線検出素子という）を配線基板上にアレイ状に設けた検出器モジュールを複数、Ｘ
線管焦点を中心とした円弧状に並べた構造が多く採用されている。
　また近年では、ＣＴ断層像の面内に沿ったチャンネル方向と、これに直交し、被検体の
体軸方向に沿ったスライス方向とに、上述のシンチレータ素子及びフォトダイオード素子
を配列したマルチスライス検出器が開発されている。マルチスライス検出器のスライス方
向の素子数は、１６、３２、６４、・・・のように増加してきている。
【０００３】
　ところで、上述の検出器モジュールは、入射したＸ線の強度に応じてＸ線計測信号を発
生する。このアナログ信号であるＸ線計測信号は、検出器モジュールの各Ｘ線検出素子か
らケーブル等の伝送手段を介してＸ線入射面の後方（裏面側）に取り付けられた信号処理
回路に入力され、この信号処理回路にてＡ／Ｄ変換等の信号処理が施され、ディジタル信
号として画像再構成装置に出力される。
　しかし、検出器モジュールから出力される電気信号は微弱なアナログ信号であり、放射
線から影響を受けやすい。また、信号処理回路はＸ線検出素子の後方、すなわち配線基板
の裏側に設置されるために、Ｘ線検出素子で吸収しきれなかったＸ線が配線基板をも透過
すると、信号処理基板上の信号処理回路が被曝する恐れがあった。信号処理回路が被曝す
ると、信号処理回路中のトランジスタの劣化が進行し、Ｘ線照射下でない場合と比較して
誤動作が起きやすく寿命が短くなる傾向があるので、Ｘ線から保護する必要があった。
　そこで特許文献１には、放射線防御層を埋設した半導体パッケージが記載されている。
また、特許文献２には、Ｘ線検出素子を実装した配線基板の裏面にＸ線遮蔽手段を設置し
、配線基板の後方に設けられた信号処理回路を保護するＸ線ＣＴ装置について記載されて
いる。特許文献１及び特許文献２のような構造をとることにより、配線基板を直線で透過
したＸ線から集積回路（信号処理回路）を保護することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平３－２０８３６４号公報
【特許文献２】特開２００９－１８９３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の特許文献１及び特許文献２に記載された構造では、配線基板の面
積範囲内に信号処理回路が設置されているため、配線基板を直線で透過するＸ線からの保
護は期待できるが、散乱Ｘ線による影響が考慮されていない。散乱Ｘ線とは、Ｘ線管から
照射されたＸ線が物質を透過する際に反射・散乱を起こすことにより発生するＸ線である
。この散乱Ｘ線が、隣り合う検出器モジュールの隙間等を通って後方に設置された集積回
路を被曝させる恐れがある。
　また近年では、価格低減や省スペース化のために、１枚の信号処理基板に対し２つ以上
の検出器モジュールを並べて取り付ける構造のＸ線検出器が開発されている。このような
Ｘ線検出器では、並設された検出器モジュールの中央に信号処理基板を配置することが多
いが、各検出器モジュールの間に隙間が生じてしまい、現状ではこの隙間から漏れるＸ線
から信号処理基板を保護できないものとなっていた。
【０００６】
　本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、並設した複数の検出器モジュー
ルの隙間から漏れる放射線から信号処理回路を保護することが可能な放射線検出システム
及びＸ線ＣＴ装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するために第１の発明は、放射線を検出し、放射線強度に応じた電
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気信号を出力する検出素子を配列した検出器モジュールと、前記検出器モジュールの各検
出素子から出力される電気信号をディジタル信号に変換する信号処理回路を備えた信号処
理基板と、を備えた放射線検出システムであって、前記検出器モジュールと前記信号処理
基板との間であって前記検出器モジュールを複数並設する際に生じる隙間を覆う位置に、
放射線を遮蔽する遮蔽手段を備えることを特徴とする放射線検出システムである。
【０００８】
　第２の発明は、Ｘ線源と、前記Ｘ線源に対して対向配置されたＸ線検出器と、前記Ｘ線
源及び前記Ｘ線検出器とを保持し被検体周囲に回転駆動される回転板と、前記Ｘ線検出器
にて検出されたＸ線の強度に基づき、前記被検体の断層像を再構成する画像再構成手段と
、を備えたＸ線ＣＴ装置において、前記Ｘ線検出器は、Ｘ線を検出し、Ｘ線強度に応じた
電気信号を出力する検出素子を配列した検出器モジュールと、前記検出器モジュールの各
検出素子から出力される電気信号をディジタル信号に変換する信号処理回路を備えた信号
処理基板と、前記検出器モジュールと前記信号処理基板との間であって前記検出器モジュ
ールを複数並設する際に生じる隙間を覆う位置に設けられる、放射線を遮蔽する遮蔽手段
と、を備えることを特徴とするＸ線ＣＴ装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、並設した複数の検出器モジュールの隙間から漏れる放射線から信号処理
回路を保護することが可能な放射線検出システム及びＸ線ＣＴ装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る放射線検出システムを搭載したＸ線ＣＴ装置１のハードウエアブロ
ック図
【図２】本発明に係る放射線検出システム６の側面図（第１の実施の形態）
【図３】本発明に係る放射線検出システム７の側面図（第２の実施の形態）
【図４】本発明に係る放射線検出システム８の側面図（第３の実施の形態）
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００１２】
［第１の実施の形態］
　まず、図１を参照して、本発明に係るＸ線ＣＴ装置１の構成について説明する。
　図１に示すように、Ｘ線ＣＴ装置１は、スキャナ２、寝台３、及び操作卓４を備える。
またＸ線ＣＴ装置１は、スキャナ２のＸ線検出器２０５として、第１～第３の実施の形態
の放射線検出システム６、７、８を複数個配列した構成とする。
【００１３】
　スキャナ２は、Ｘ線管２０１、Ｘ線制御装置２０２、コリメータ２０３、コリメータ制
御装置２０４、Ｘ線検出器２０５、データ収集装置２０６、回転板２０７、回転板駆動装
置２０８、駆動伝達系２１０、駆動制御装置２０９等を備える。
【００１４】
　Ｘ線制御装置２０２は、Ｘ線管２０１を制御し、回転板２０７の開口部内に搬送された
被検体６に対してＸ線を照射させる。コリメータ２０３はＸ線管２０１から照射されるＸ
線を、扇状のファンビームまたは角錐状のコーンビームに成形するものであり、コリメー
タ制御装置２０４により制御される。被検体６を透過したＸ線はＸ線検出器２０５に入射
する。
【００１５】
　Ｘ線検出器２０５は、後述する放射線検出システム６、７、８（図２～図４参照）のう
ちいずれかを複数個配列した構成である。
　Ｘ線検出器２０５は、Ｘ線管２０１から放射されて被検体６を透過したＸ線をシンチレ
ータ素子とフォトダイオード素子とを組み合わせてなるＸ線検出素子にて検出し、検出し
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た信号（アナログ信号）を後述する信号処理回路１３２に伝送し、Ａ／Ｄ変換等の信号処
理を施してディジタル信号を生成し、データ収集装置２０６に出力する。データ収集装置
２０６は、Ｘ線検出器２０５の個々のＸ線検出素子にて検出され、Ａ／Ｄ変換されたＸ線
計測データを収集し、操作卓４の画像再構成装置４０２に出力する。
　Ｘ線検出器２０５の構造の詳細については後述する。
【００１６】
　回転板２０７には、Ｘ線管２０１、コリメータ２０３、Ｘ線検出器２０５、データ収集
装置２０６等が搭載される。回転板２０７は、回転板駆動装置２０８から駆動伝達系２１
０を通じて伝達される駆動力によって回転される。
【００１７】
　寝台３は、天板５、寝台制御装置３０１、上下動装置３０２、及び天板駆動装置３０３
を備えて構成される。寝台制御装置３０１は、上下動装置３０２を駆動することにより、
寝台３を高さ方向に上下動させるとともに、天板駆動装置３０３を駆動することにより天
板５を体軸方向及び体幅方向に移動させる。これにより被検体６をＸ線照射範囲内の適切
な位置に搬送する。
【００１８】
　操作卓４は、システム制御装置４０１、画像再構成装置４０２、記憶装置４０４、表示
装置４０７、及び操作装置４０８から構成される。操作卓４はデータ伝送路を介してスキ
ャナ２に接続される。
【００１９】
　表示装置４０７は、液晶パネル、ＣＲＴモニタ等のディスプレイ装置と、ディスプレイ
装置と連携して表示処理を実行するための論理回路で構成され、システム制御装置４０１
に接続される。表示装置４０７は画像再構成装置４０２から出力される画像、並びにシス
テム制御装置４０１が取り扱う種々の情報を表示する。操作装置４０８は、例えば、キー
ボード、マウス、テンキー等の入力装置、及び各種スイッチボタン等により構成され、操
作者によって入力される各種の指示や情報をシステム制御装置４０１に出力する。操作者
は、表示装置４０７及び操作装置４０８を使用して対話的にＸ線ＣＴ装置１を操作する。
【００２０】
　システム制御装置４０１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等により構成される。システム制御装置４０１は、スキャナ２内の
Ｘ線制御装置２０２、コリメータ制御装置２０４、駆動制御装置２０９に対して所定の制
御信号を送信することにより、Ｘ線管２０１、コリメータ２０３、及び回転板２０７を制
御する。
【００２１】
　画像再構成装置４０２は、スキャナ２から送信されたＸ線計測データに基づいて、被検
体６の断層像を生成する。
　記憶装置４０４は、ハードディスク等により構成されるものであり、システム制御装置
４０１に接続される。記憶装置４０４は、画像再構成装置４０２が生成する断層像やＸ線
ＣＴ装置１の機能を実現するためのプログラム、データ等を記憶する。
【００２２】
　以上のように構成されるＸ線ＣＴ装置１において、システム制御装置４０１は、Ｘ線制
御装置２０２を制御して、被検体６の周囲の複数角度方向からＸ線を照射し、被検体６を
透過したＸ線の強度に関するデータをＸ線検出器２０５にて検出し、ディジタル信号に変
換し、データ収集装置２０６によって収集してＸ線計測データとして操作卓４の画像再構
成装置４０２へ送出する。画像再構成装置４０２は、収集したＸ線計測データに基づいて
被検体内部のＸ線吸収係数の分布情報を画像化する。
【００２３】
　次に、Ｘ線検出器２０５の構造について説明する。
　本発明のＸ線検出器２０５は、例えば、図２の放射線検出システム６、図３の放射線検
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出システム７、及び図４の放射線検出システム８のように、検出器モジュール１００を複
数配列して構成される。なお、本実施の形態では、検出器モジュール１００がチャンネル
方向に配列される例を示すが、スライス方向に配列されるようにしてもよい。また、チャ
ンネル方向とスライス方向の双方に配列されるようにしてもよい。
　まず、第１の実施の形態として、図２の放射線検出システム６を複数個配列してＸ線検
出器２０５を構成する例を説明する。
【００２４】
　図２は、図１のＸ線検出器２０５のチャンネル方向を正面とした図である。
　図２に示すように、放射線検出システム６は、検出器モジュール１００、信号処理基板
１３０、フレキシブルケーブル１１０、連結基板１２１、及び遮蔽体１０４、１２２を備
える。
　フレキシブルケーブル１１０は、検出器モジュール１００の各検出素子と信号処理基板
１３０の信号処理回路１３２とを電気的に接続する。
　連結基板１２１は、２つの検出器モジュール１００，１００を連結・支持するとともに
、これらの連結された検出器モジュール１００に対して信号処理基板１３０を連結・支持
する基板である。
【００２５】
　放射線検出システム６は、チャンネル方向に並設した２つの検出器モジュール１００，
１００に対して１つの信号処理基板１３０を立設した構造となっている。信号処理基板１
３０は２つの検出器モジュール１００，１００の裏面であって、チャンネル方向中央部に
設けられる。
　この放射線検出システム６は、検出器モジュール１００のシンチレータアレイ１０２側
がＸ線管２０１に対向するように配置される。
【００２６】
　各検出器モジュール１００は、図２に示すように、シンチレータをチャンネル方向及び
スライス方向に２次元配列したシンチレータアレイ１０２と、シンチレータから導かれた
蛍光を受けてその光の強度に応じた電流を発生させるフォトダイオードをチャンネル方向
及びスライス方向に２次元配列したフォトダイオードアレイ１０１とを、接着剤等により
接合させたＸ線検出素子を備える。Ｘ線検出素子は、はんだバンプやはんだボール等によ
り配線基板１０３に電気的に接続され、固定される。
　以下の説明では、シンチレータアレイ１０２側を検出器モジュール１００の表面または
上面と呼び、その反対面となる配線基板１０３の裏側の面を、検出器モジュール１００の
裏面または下面と呼ぶ。
【００２７】
　配線基板１０３の裏面からは各Ｘ線検出素子から出力される信号を伝送するフレキシブ
ルケーブル１１０が引き出される。フレキシブルケーブル１１０は、信号処理基板１３０
の表裏に設けられたＩＣソケットやコネクタ（不図示）にそれぞれ接続される。フレキシ
ブルケーブル１１０の先端部にも、コネクタに対応したピン数のコネクタ（不図示）が設
けられる。
【００２８】
　検出器モジュール１００の裏側には、２つの検出器モジュール１００を連結して取り付
けるための連結基板１２１が設置される。更に、連結基板１２１に対し、信号処理基板１
３０がネジやロック付コネクタ等により固定されている。回転板２０７の高速回転時に発
生する遠心力による抜けや変形を防止するため、連結基板１２１と信号処理基板１３０と
は、強固に固定されることが望ましい。
【００２９】
　信号処理基板１３０の表面及び裏面にはそれぞれ１または複数の信号処理回路１３２が
設けられる。例えば、図２の紙面鉛直方向（スライス方向）に信号処理回路１３２が並べ
られる。各信号処理回路１３２は、複数のＸ線検出素子分の積分器、電流電圧変換器、及
びＡ／Ｄ変換器等を搭載した集積回路等により構成される。また、図示しないが、信号処
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理基板１３０の表面及び裏面には、各検出器モジュール１００から伸びるフレキシブルケ
ーブル１１０を信号処理回路１３２に接続するためのコネクタや、信号処理回路１３２に
制御信号や電源を供給する回路がそれぞれ設けられている。
【００３０】
　Ｘ線管２０１から照射されたＸ線は、そのほとんどがＸ線検出素子のシンチレータで光
に変換されるが、一部は配線基板１０３を直線で透過し、また構造物との干渉により散乱
する。このような散乱により、並設された検出器モジュール１００，１００の隙間から配
線基板１０３の裏側に設置された信号処理基板１３０にＸ線が到達することがある。また
、図２に示すように２つの検出器モジュール１００，１００を並べて１つの信号処理基板
１３０に接続する構造では、各検出器モジュール１００から出力される信号の伝送損失等
を最小化するために２つの検出器モジュール１００の中央に信号処理基板１３０を設ける
ことが望ましい。しかし、このような構造とすると検出器モジュール１００，１００の間
に生じた僅かな隙間（数十μｍ程度）の直下に信号処理基板１３０が設けられることとな
り、隙間を透過するＸ線からの影響を受けやすい。
　このため、Ｘ線から信号処理基板１３０の信号処理回路を保護する必要がある。
【００３１】
　本実施の形態の放射線検出システム６では、検出器モジュール１００と信号処理基板１
３０との間であって、並設された２つの検出器モジュール１００，１００の隙間を覆う位
置に放射線を遮蔽する遮蔽体１２２が設けられる。遮蔽体１２２は、例えば連結基板１２
１に支持されるか、または連結基板１２１自体に埋設される。
　遮蔽体１２２の寸法は、チャンネル方向幅が、少なくとも信号処理基板１３０の表裏に
設けられた２つの信号処理回路１３２の厚み幅程度であり、また、スライス方向幅は、少
なくとも、検出器モジュール１００に入射するＸ線ビームのスライス方向幅程度とする。
また最大でも、チャンネル方向幅は連結した２つの検出器モジュールの幅以内とし、スラ
イス方向幅は信号処理回路１３２の設置範囲以内とする。信号処理回路１３２は複数個並
べて信号処理基板１３０に設置されることがあるが、設置範囲は最大でも信号処理基板１
３０の幅（スライス方向）以内である。遮蔽体１２２の材質は、例えば鉛、モリブデン、
タングステン等の金属やそれらの合金が好適である。
【００３２】
　さらに、配線基板１０３の裏側の面に、放射線を遮蔽する遮蔽体１０４が取り付けられ
る。遮蔽体１０４の寸法は、少なくとも検出器モジュール１００，１００に到達するＸ線
ビームを覆う寸法とし、チャンネル方向幅は、各検出器モジュール１００の全チャンネル
分の幅、スライス方向幅は、少なくともＸ線ビームのスライス幅である。遮蔽体１０４の
材質としては、遮蔽体１２２と同様に、例えば鉛、モリブデン、タングステン等の金属や
それらの合金が好適である。
【００３３】
　遮蔽体１２２を設置することにより、並設された２つの検出器モジュール１００，１０
０の隙間からＸ線が漏れた場合でも、直下に設置された信号処理基板１３０上の信号処理
回路１３２を保護することが可能となる。また、遮蔽体１２２と、配線基板１０３の裏側
の面に設けられる遮蔽体１０４とを組み合わせて設置することにより、Ｘ線を遮蔽する範
囲が拡大し、配線基板１０３や連結基板１２１を垂直に透過するＸ線からも信号処理回路
１３２を保護することが可能となる。また、配線基板１０３の下に収納されるフレキシブ
ルケーブル１１０を、配線基板１０３や連結基板１２１を直線で透過するＸ線及び隙間か
ら散乱するＸ線の両方から保護できる。
　また、図２に示す放射線検出システム６は、１つの信号処理基板１３０で２つの検出器
モジュール１００，１００からの信号を処理するので、信号処理基板１３０の設置数を減
らすことが可能となる。このため、Ｘ線検出器２０５を収納する容器内のスペースを確保
でき、また主要な熱源である信号処理回路１３２が集中することによる冷却の集中及び効
率化を図ることが可能となる。
【００３４】
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［第２の実施の形態］
　次に、本発明の第２の実施の形態の放射線検出システムについて説明する。本実施の形
態では、図１のＸ線ＣＴ装置１のＸ線検出器２０５として、図３に示す構造の放射線検出
システム７を複数個配列して構成する。
　なお、以下の説明において、第１の実施の形態と同一の各部については同一の符号を付
し、説明を省略する。
【００３５】
　図３は、図１のＸ線検出器２０５のチャンネル方向を正面とした図である。
　図３に示すように、放射線検出システム７は、検出器モジュール１００、信号処理基板
１３０、フレキシブルケーブル１１０、連結基板１２１、及び遮蔽体１０４、１２２を備
える。
　また、放射線検出システム７は、チャンネル方向に並設した２つの検出器モジュール１
００，１００に対して１つの信号処理基板１３０を略平行に設置した構造となっている。
信号処理基板１３０はチャンネル方向に対称となる位置に設けられる。
　この放射線検出システム７は、検出器モジュール１００のシンチレータアレイ１０２側
がＸ線管２０１に対向するように配置される。
【００３６】
　検出器モジュール１００は、図２に示す第１の実施の形態の検出器モジュール１００と
同様の構造であるため説明を省略する。また、図２に示す第１の実施の形態と同様に、検
出器モジュール１００の裏側には、２つの検出器モジュール１００，１００を連結して取
り付けるための連結基板１２１が設置される。更に、連結基板１２１に対し、信号処理基
板１３０がネジやロック付コネクタ等により固定されている。
　信号処理基板１３０は、検出器モジュール１００に対して略平行に設けられ、裏面に、
１または複数の信号処理回路１３２、コネクタ、制御信号や電源を供給する回路等を備え
ている。
　フレキシブルケーブル１１０は、図２の放射線検出システム６と同様のものである。す
なわち、検出器モジュール１００の下面から引き出され、信号処理基板１３０に設けられ
たコネクタにそれぞれ接続される。
【００３７】
　図３の放射線検出システム７も、図２の放射線検出システム６と同様に、並設した２つ
の検出器モジュール１００，１００の間に隙間が生じることがある。
　そこで、本実施の形態の放射線検出システム７においても、検出器モジュール１００と
信号処理基板１３０との間であって、並設された２つの検出器モジュール１００，１００
の隙間を覆う位置に遮蔽体１２２が設けられる。遮蔽体１２２は、第１の実施の形態と同
様に、例えば連結基板１２１に支持されるか、または連結基板１２１自体に埋設される。
また遮蔽体１２２の材質は、第１の実施の形態と同様である。
【００３８】
　また図３の遮蔽体１２２の寸法は、チャンネル方向幅が、少なくとも信号処理基板１３
０に設けられた１または複数の信号処理回路１３２の設置範囲程度であり、また、スライ
ス方向幅は、少なくとも、検出器モジュール１００に入射するＸ線ビームのスライス方向
幅程度とする。また最大でも、チャンネル方向幅は連結した２つの検出器モジュール１０
０，１００の幅以内とし、スライス方向幅は１または複数の信号処理回路１３２の設置範
囲以内とする。信号処理回路１３２の設置範囲は、最大でも信号処理基板１３０の幅（ス
ライス方向）以内である。
【００３９】
　また、図２と同様に、本実施の形態の放射線検出システム７においても、配線基板１０
３の裏側の面に遮蔽体１０４が取り付けられている。遮蔽体１０４の寸法や材質は図２の
遮蔽体１０４と同様である。
【００４０】
　放射線検出システム７において、遮蔽体１２２を設置することにより、並設された２つ
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の検出器モジュール１００，１００の隙間からＸ線が漏れた場合でも、直下に設置された
信号処理基板１３０上の信号処理回路１３２を保護することが可能となる。また、遮蔽体
１２２と、配線基板１０３の裏側の面に設けられる遮蔽体１０４とを組み合わせて設置す
ることにより、Ｘ線を遮蔽する範囲が拡大し、配線基板１０３や連結基板１２１を垂直に
透過するＸ線からも信号処理回路１３２を保護することが可能となる。また、配線基板１
０３の直下に収納されるフレキシブルケーブル１１０を、配線基板１０３や連結基板１２
１を透過するＸ線及び隙間から散乱するＸ線の両方から保護できる。
【００４１】
　また、図３に示すように、第２の実施の形態の放射線検出システム７では、信号処理基
板１３０を検出器モジュール１００と略平行に設置するので、スライス数やチャンネル数
が増大し、信号処理基板１３０を大型化する必要がある場合であっても、検出器モジュー
ル１００の垂直方向の収納スペースを気にすることなく取り付けることができる。
　また、第２の実施の形態では、検出器モジュール１００から信号処理基板１３０を取り
外すことを前提とせず、固定的に取り付けたことにより、構造が簡単で部品点数が少なく
なり、製造及び保守に要するコストを低減できる。特に、フレキシブルケーブル１１０を
信号処理基板１３０から取り外すことを前提としないため、信号処理基板１３０上に設け
るコネクタ（不図示）として許容着脱回数がごくわずかなものを採用することが可能とな
り、信号処理基板を小型化できる。
【００４２】
［第３の実施の形態］
　次に、本発明の第３の実施の形態の放射線検出システムについて説明する。本実施の形
態では、図１のＸ線ＣＴ装置１のＸ線検出器２０５として、図４に示す構造の放射線検出
システム８を複数個配列して構成する。
　なお、以下の説明において、第１の実施の形態と同一の各部については同じ符号を付し
、説明を省略する。
【００４３】
　図４は、図１のＸ線検出器２０５のチャンネル方向を正面とした図である。
　図４に示すように、放射線検出システム８は、検出器モジュール１００、信号処理基板
１３０、フレキシブルケーブル１１１、連結基板１２１、及び遮蔽体１０４、１２２を備
える。
　放射線検出システム８は、第２の実施の形態と同様に、チャンネル方向に並設した２つ
の検出器モジュール１００，１００に対して１つの信号処理基板１３０を略平行に設置し
た構造となっている。
【００４４】
　本実施の形態の放射線検出システム８において、フレキシブルケーブル１１１は、第１
及び第２の実施の形態とは異なり、検出器モジュール１００の下面から引き出され、連結
基板１２１に設けられたコネクタ１２９を介して連結基板１２１に接続される。更に連結
基板１２１には、信号処理基板１３０側に設けられるコネクタ１３５と対をなすコネクタ
１２５が設けられており、これらのコネクタ１２５，１３５を介して連結基板１２１から
信号処理回路１３２へ電気信号が伝送される。
【００４５】
　更に、放射線検出システム８は、コネクタ１２５，１３５を着脱することにより、検出
器モジュール１００側と信号処理基板１３０とを着脱できるようになっている。すなわち
、コネクタ１２５及び１３５を嵌め合わせた場合に、検出器モジュール１００に固定され
た連結基板１２１に対して信号処理基板１３０が連結保持され、また電気的にも接続され
ることとなる。コネクタ１２５，１３５は、着脱することを前提とするため、より多くの
着脱回数に耐える材質、形状、構造のものを用いることが好ましい。このようなコネクタ
は一般に大型化してしまうが、着脱回数を優先的に考慮する。
【００４６】
　なお、連結基板１２１と検出器モジュール１００とは取り外しを前提とせず、また設置
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面積縮小の観点から、コネクタ１２９は、コネクタ１２５，１３５と比較して、より小型
のものを採用することが望ましい。これは、一般に小型のコネクタは構造が精密で許容着
脱回数が制限されるためであり、設置面積による制約を優先的に考慮するためである。
【００４７】
　検出器モジュール１００は、図２に示す第１の実施の形態の検出器モジュール１００と
同様の構造であるため説明を省略する。
　信号処理基板１３０は第２の実施の形態の放射線検出システム７と同様に、検出器モジ
ュール１００に対して略平行に設けられ、裏面に、１または複数の信号処理回路１３２、
制御信号や電源を供給する回路等を備えている。
【００４８】
　連結基板１２１には、上面側に遮蔽体１２２が設けられ、下面側にコネクタ１２５が設
けられる。
　遮蔽体１２２は、第１及び第２の実施の形態の放射線検出システム６，７と同様に、検
出器モジュール１００と信号処理基板１３０との間であって、並設された２つの検出器モ
ジュール１００，１００の隙間を覆う位置に設けられる。また、遮蔽体１２２は、例えば
連結基板１２１に支持されるか、または連結基板１２１自体に埋設される。また遮蔽体１
２２の寸法、材質は、図３（第２の実施の形態）の放射線検出システム７の遮蔽体１２２
と同様である。
【００４９】
　また、本実施の形態の放射線検出システム８においても、配線基板１０３の裏側の面に
遮蔽体１０４が取り付けられている。遮蔽体１０４の寸法や材質は図２（第１の実施の形
態）の遮蔽体１０４と同様である。
【００５０】
　第３の実施の形態の放射線検出システム８では、連結基板１２１に設けられるコネクタ
１２５と信号処理基板１３０に設けられるコネクタ１３５とを嵌め合わせることにより、
検出器モジュール１００側と信号処理基板１３０との電気的接続が実現されるとともに、
連結・保持される。
　このような構造の放射線検出システム８において、遮蔽体１２２を設置することにより
、並設された２つの検出器モジュール１００，１００の隙間からＸ線が漏れた場合でも、
直下に設置された信号処理基板１３０上の信号処理回路１３２を保護することが可能とな
る。また、遮蔽体１２２と、配線基板１０３の裏側の面に設けられる遮蔽体１０４とを組
み合わせて設置することにより、Ｘ線を遮蔽する範囲が拡大し、配線基板１０３や連結基
板１２１を垂直に透過するＸ線からも信号処理回路１３２を保護することが可能となる。
また、配線基板１０３の直下に収納されるフレキシブルケーブル１１１を、配線基板１０
３や連結基板１２１を透過するＸ線及び隙間から散乱するＸ線の両方から保護できる。
【００５１】
　また、図４に示すように第３の実施の形態の放射線検出システム８では、信号処理基板
１３０を検出器モジュール１００と略平行に設置するので、スライス数やチャンネル数が
増大し、信号処理基板１３０を大型化する必要がある場合であっても、検出器モジュール
１００の垂直方向の収納スペースを気にすることなく取り付けることができる。
　また、第３の実施の形態では、検出器モジュール１００側と信号処理基板１３０側とを
コネクタ１２５、１３５により着脱可能な構造としているため、これらのコネクタ１２５
、１３５を嵌合して、検出器モジュール１００側に信号処理基板１３０側を取り付けた場
合には電気的にも接続できる。また、コネクタ１２５とコネクタ１３５とを外して、信号
処理基板１３０或いは検出器モジュール１００のいずれか一方を交換したり、修理して再
度取り付けたりすることが可能となるため、経済的である。
　また、フレキシブルケーブル１１１が、信号処理基板１３０ではなく検出器モジュール
１００により近い連結基板１２１に接続されるため、第１及び第２の実施の形態に示すフ
レキシブルケーブル１１０よりもケーブル長を短縮できる。これにより電気信号の伝送損
失を抑えることが可能となる。
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【００５２】
　以上説明したように、本発明の放射線検出システム６，７，８は、検出器モジュール１
００と信号処理基板１３０との間に、検出器モジュール１００を複数並設する際に生じる
隙間を覆う遮蔽手段（遮蔽体１２２）を備える。
　したがって、検出器モジュール１００の隙間から散乱するＸ線を遮蔽体１２２によって
遮蔽できるため、検出器モジュール１００の後ろ（裏）に取り付けられる信号処理基板１
３０等をＸ線から保護できる。このため、信号処理基板１３０に設けられる信号処理回路
１３２内のトランジスタ等の劣化を防ぎ、誤動作の発生を防止できる。
【００５３】
　特に、１つの信号処理基板１３０が、図２に示すように並設された検出器モジュール１
００の裏面中央部（２つの検出器モジュールの中央）に立設されたり、図３及び図４に示
すように略平行に設置されたりする場合には、信号処理基板１３０が上述の隙間の直下に
位置するため、検出器モジュール１００の隙間から散乱するＸ線を遮蔽体１２２によって
遮蔽でき、信号処理基板１３０（信号処理回路１３２）を保護できる。
　更に、１つの信号処理基板１３０で複数の検出器モジュール１００からの信号を処理す
る場合には、信号処理基板１３０の枚数を減らすことが可能となる。このため、Ｘ線検出
器２０５を収納する容器内のスペースを確保でき、また主要な熱源である信号処理回路１
３２が集中することによる冷却の集中及び効率化を図ることが可能となる。
　また、１つの信号処理基板１３０に対して複数の検出器モジュール１００が略平行に設
置される場合には、信号処理基板１３０が大型化した際にも垂直方向に伸ばすことなく取
り付けることができ、Ｘ線検出器の小型化に寄与できる。
　更に、各検出器モジュール１００の裏面にも遮蔽体１０４を設けることにより遮蔽範囲
を拡大させれば、検出器モジュール１００の配線基板１０３を直線で透過するＸ線から、
信号処理回路１３２やフレキシブルケーブル１１０，１１１を保護できる。
【００５４】
　また、図２、図３のように、連結基板１２１等により連結された検出器モジュール１０
０に対して、信号処理基板１３０をネジ等により固定的に取り付ける場合には、回転板２
０７の高速回転時に発生する遠心力による抜けや変形を防止でき、また、構造も簡単で部
品点数が少なく、製造及び保守に要するコストを低減できる。
【００５５】
　一方、図４に示すように、連結基板１２１等により連結された検出器モジュール１００
側と信号処理基板１３０とにそれぞれ電気的接続を実現するコネクタ１２５，１３５を設
け、検出器モジュール１００側と信号処理基板１３０側とを着脱可能とする場合には、検
出器モジュール１００側と信号処理基板１３０側とを容易に切り離し、交換・修理を行え
るため経済的である。
【００５６】
　以上、第１～第３の実施の形態として、本発明に係るＸ線ＣＴ装置、及び放射線検出シ
ステムの例を説明したが、ここで、並設された放射線検出システムの隙間から散乱するＸ
線からの信号処理基板１３０の保護について追記する。
【００５７】
　Ｘ線ＣＴ装置１のＸ線検出器２０５には、第１～第３の実施の形態に示す放射線検出シ
ステム６，７，８のいずれかがチャンネル方向に複数並設されるが、これらの放射線検出
システムの間にも隙間が生じ、この隙間からもＸ線が散乱することがある。しかし、例え
ば図２に示す放射線検出システム６のように、保護対象とする信号処理回路１３２が放射
線検出システム６のチャンネル方向中央に設置されている場合には、隙間の直下に信号処
理基板１３０が取り付けられている場合と比較して、角度が大きく、また距離も長くなる
ため、信号処理回路１３２へ影響を与えにくい。また、検出器モジュール１００の各チャ
ンネルの間にはそれぞれコリメータ板が設けられているため、各チャンネルへのＸ線の入
射角はそもそも狭い。そのため、放射線検出システム６の端からの散乱Ｘ線により、中央
部に位置する信号処理基板１３０が大きな影響を受けることは考えにくい。ただし、より
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検出器モジュール１００間に生じる隙間を覆う位置に、更に遮蔽体１２２を設けてもよい
。
【００５８】
　更に、本発明は、チャンネル方向のみならず、スライス方向に検出器モジュール１００
（または放射線検出システム６，７，８）が複数並設された場合にも適用できる。
　すなわち、スライス方向に検出器モジュール１００（または放射線検出システム６，７
，８）が複数並設された場合には、スライス方向にも検出器モジュール１００間の隙間が
生じることがある。したがって、スライス方向についても同様に、複数併設した検出器モ
ジュール１００の隙間から漏れるＸ線から信号処理基板１３０を保護するように、遮蔽体
１２２が設けられることが望ましい。
　その他、当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例
または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５９】
１・・・・・・Ｘ線ＣＴ装置
２・・・・・・スキャナ
３・・・・・・寝台
４・・・・・・操作卓
６・・・・・・放射線検出システム（第１の実施の形態）
７・・・・・・放射線検出システム（第２の実施の形態）
８・・・・・・放射線検出システム（第３の実施の形態）
２０５・・・・Ｘ線検出器
１００・・・・検出器モジュール
１０１・・・・フォトダイオードアレイ
１０２・・・・シンチレータアレイ
１０３・・・・配線基板
１０４・・・・遮蔽体
１１０・・・・フレキシブルケーブル（第１、第２の実施の形態）
１１１・・・・フレキシブルケーブル（第３の実施の形態）
１２１・・・・連結基板
１２２・・・・遮蔽体
１３０・・・・信号処理基板
１３２・・・・信号処理回路
１２５・・・・コネクタ
１３５・・・・コネクタ
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